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施行要領 新旧対照表（案） ※下線が変更箇所。 

新 旧 

みどりの協定実施要綱施行要領 

 

みどりの協定実施要綱施行要領 

 

 

第１条（略） 

 

 

第１条（略） 

 

（協定の締結等） 

第２条 要綱第３条第１項及び要綱第３条の２の規定による協定の締結は、み

どりの協定書（第１号様式）により行うこととし、知事及び開発行為者

が      、各自その１通を保有するものとする。 

２～３ （略） 

（緑化計画の変更） 

第２条 要綱第３条第１項及び要綱第３条の２の規定による協定の締結は、み

どりの協定書（第１号様式）により行うこととし、知事及び開発行為者が記

名押印の上、各自その１通を保有するものとする。 

２～３ （略） 

 

第３条～第５条 （略） 

 

 

第３条～第５条 （略） 

 

（緑化計画の変更） 

第６条 要綱第９条第１項の規定による緑化計画の変更の協議は、みどりの協

定緑化計画変更協議書（第１１号様式）にみどりの協定緑化計画変更計画書

（第１２号様式）及び別表に掲げる資料を添付し行うものとする。 

２～４ （略） 

５ 要綱第９条第１項ただし書きの「軽微な変更」とは、植栽面積等当初協議

の趣旨を損なわない範囲内での変更をいい、次の各号に掲げる場合とする。 

(１)緑地面積が要綱の緑化基準を上回っており、かつ変更による緑地面積の変

動が従前の緑地面積の概ね10％以内である場合 

(２) 植栽樹種又は植栽本数の変動が概ね10％以内の場合 

（緑化計画の変更） 

第６条 要綱第９条第１項の規定による緑化計画の変更の協議は、みどりの協

定緑化計画変更協議書（第１１号様式）にみどりの協定緑化計画変更計画書

（第１２号様式）及び別表に掲げる資料を添付し行うものとする。 

２～４ （略） 

５ 要綱第９条第１項ただし書きの「軽微な変更」とは、植栽面積等当初協議

の趣旨を損なわない範囲内での変更をいう。 
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新 旧 

(３)緑化の年次計画が事業の都合で次年度に繰り越された場合 

 

第７条～第９条 （略） 

 

 

第７条～第９条 （略） 

 

附則 

この要領は、平成元年４月１日から施行する。 

附則 

この要領は、平成１６年４月１日から施行する。 

附則 

１ この要領は、平成２３年４月１日から施行する。 

２ 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整を

して使用することができる。 

附則 

１ この要領は、平成３０年１０月１日から施行する。 

２ 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整を

して使用することができる。 

附則 

１ この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

２ 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をし

て使用することができる。 

 

附則 

この要領は、平成元年４月１日から施行する。 

附則 

この要領は、平成１６年４月１日から施行する。 

附則 

１ この要領は、平成２３年４月１日から施行する。 

２ 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をし

て使用することができる。 

附則 

１ この要領は、平成３０年１０月１日から施行する。 

２ 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をし

て使用することができる。 

 

 


